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名称 川口市協働推進条例（通称             条例）

施行 平成２４年４月１日施行 （第１１条 １３条  附則   書及 当該規則   Ｈ25.4.1施行）

概要 多様 協働 担 手 知恵 力    出 合  効果的 協働     仕組み     定  条例

川口市協働推進条例について

川口市自治基本条例 定   自治 実現     
①協働 基本理念
②協働を推進するための原則
③市民等及 市 役割
その他の協働を推進する   必要 事項 定        市民 市民   幸  暮   地域社会
を築くことを目的とする。

(１) 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること。
(２)      強  生   人 地域及 社会 成長   次世代     いくこと。

市民等及 市  協働 行     互  自主性 尊重  理解 合      協働の社会性を高めるよう
努めるものとする。
市民等及 市  情報 互  共有財産      認識       協働 行 場合      分   
すい形で双方向から発信し、その活用に努めるものとする。
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川口市協働推進条例について

【市民等 役割】（第５条）
【市の役割】（第６条）
【協働の人づくり】（第７条）
【協働の提案】（第８条）
【地域における協働の仕組みづくり】（第９条）
【協働を推進する体制の整備】（第１０条）
【協働推進委員会の設置】等（第１１条 １３条）
【国等との連携】（第１４条）
【その他】（第１５、１６条）

【主な特徴】

・通称がある              条例 
 理念条例 →目指すべき姿を規定
（   対  横浜市市民協働条例     協働事業 選定 協働契約   手続  定  手続条例   ）
 対象 市民    地縁       管理組合 想定している
 市民等同士    行 活動  協働 基盤     

など

そ
の
他
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川口市協働推進委員会について

【諮問事項１】
「川口市における協働の総合的な推進について(諮問)」（平成２５年７月２３日）
（略）  協働推進条例 名実   協働 要   運用       検証及び市民活動 更  発展 活
発化を目指した、協働の総合的な推進について、貴委員会 意見 求めます。

「川口市における協働の総合的な推進について(答申)」（平成２７年３月２７日）
当委員会は、（略）今回 次    意見    
１ 市民同士   市民 市 協働        環境    行    
２ 協働推進条例    市民 認知 図      一層 啓発 行    
３ 協働を推進する市の体制の整備を推進すること。

3

【継続審議】
川口市立    市民           設置及 管理条例及 管理規則 一部改正について審議
⇒ 盛人大学がある「かわぐち市民           分室  条例上 位置         

【諮問事項２】
「盛人大学学旨の改正について（諮問）」（平成２８年１０月１８日）
諮問事項 盛人大学学旨    見直  新  学旨 定        

「盛人大学学旨の改正について(答申)（平成２９年 ６月２８日）
盛人大学学旨について、「人、しごと、地域社会がともに輝く  盛人   社会貢献       当委員会の
意見として答申する。

（理由等）（略）盛人大学学旨が定められた当初の経緯を尊重しつつ、盛人大学の目的の一つである盛人（５
０歳以上） 社会貢献 学旨  明確 伝        川口市協働推進条例 制定 第５次総
合計画の将来都市像などを踏まえたものにすることが望ましいとの考え  （後略）



川口市協働推進委員会について

【諮問事項３】
「本市における協働の環境づくりと啓発について(諮問) （平成２９年１１月２４日）
（略）平成２５年７月２３日  川口市    協働 総合的 推進      諮問 対  答申   

て、協働の環境づくりや啓発、体制の整備が必要と答申されたことを受け、協働をよりいっそう推進するにあたり、貴委
員会 意見 求めます。

「本市における協働の環境づくりと啓発について(答申) （令和元年６月２８日）
当委員会は、（略）今回 次    意見    
１ 協働 啓発 育成    市民 職員 協働 必要性    等 定期的 伝    
２ 情報発信として、協働事業や社会貢献団体の活動などについて、広報すること
３ 協働の場作りとして、ボランティアやイベント等で世代を超えて参加しやすい仕組みをつくること
４ 協働    制度 体制 整備    
５ 協働 推進      行政 事業 地域 活動 外国人が参加しやすい仕組みを検討すること
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背景や課題と効果について

【背景・課題】

 社会環境 変化   地域課題 住民    複雑化 多様化
（少子高齢化、単身・核家族化、情報化、グローバル・フラット化、ライフスタイル多様化、地域コ
ミュニティ希薄化など）

 地域課題 住民    複雑化 多様化 対応  行政   
・得意分野 専門分野   ＮＰＯ団体   市民活動

・市内ＮＰＯ法人１５５団体（H31年３月末日）
     市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ登録２９６団体（Ｈ31年3月末日）

・地域コミュニティの重要性
 協働 共助社会  理解

【協働の効果】
・地域や専門分野など、細かいニーズに対応
・得意分野      利用  適切  迅速 対応
・行政    軽減  繋   財政基盤 形成 寄与  
・行政 市民 目的目標 共有  相互補完      効率的で効果的なまちづくり

【本市 主 協働事例】
・地域包括ケアシステム
・自主防災組織
・学校応援団
・プレイリーダーハウス など・・ 5



川口市における協働関連施策について

【           基金】

ボランティア活動の支援及び広く社会に貢献する人材を育成する経費の財源に充てることを目的としている基金。
基金  市 積立金    市民   寄附をもと 積立 運用

○基金 推移 積立 取崩 年度末残
24年度 624,843 円 4,182,499 円 90,723,656 円
25年度 724,085 円 5,418,775 円 86,028,966 円
26年度 286,625 円 5,418,158 円 80,897,433 円
27年度 127,622 円 4,066,967 円 76,958,088 円
28年度 483,419 円 3,572,546 円 73,868,961 円
29年度 111,182 円 4,374,883 円 69,605,260 円
30年度 86,621 円 4,963,163 円 64,728,738 円

【青少年      育成事業】

次代 担 青少年         関心 活動 高     目的に実施する次の事業

１ こどもフリーさろん
２ 夏休みこどもボランティアさろん
３ 青少年ボランティアスクール
４ ボランティアポイント制度
５ 通年ボランティア事業 6



川口市における協働関連施策について

【助成金事業】

○市民活動助成事業
市民 自主的 社会貢献活動 支援      地域 社会 課題 新  取 組 事業 対  助成金 交付

○協働推進事業助成金
行政課題 解決     市 協働 行 地縁 団体及 市民団体 対    取 組  要  費用 助成  
    速   行政課題 解決 協働 担 手    図る

【      見本市・広場】

ボランティア団体の活動紹介など 多  市民 方         関心 高       よう実施。
併   団体間 交流 深  共助 社会作  協働 基盤    推進  
      見本市 １０月第３日曜日  川口西公園（      ）等  実施
ボランティア広場  年3回程度     市民             実施

※１０月第３日曜日  川口市民       日 （ 日本一               ）
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川口市における協働関連施策について

【川口市協働推進員】

１．地域の課題を解決しようとするＮＰＯや自治会等の活動内容や強み、課題などを把握する。
２．税理士 建築士           地域 課題解決 活    人 仕事 培  得意分野 人生経験を
活かして社会貢献したい人として、県に登録してある「専門家ボランティア」とのマッチング。

３．本事業 関        地域住民 ＮＰＯ等   相談 受   
４．ＮＰＯ 自治会等  必要 応   専門家   活動資金          
５．マッチングした事業の進捗を把握し、必要に応じて支援をする。
６．マッチングした事業の成果を把握し、情報を発信する。
７．その他地域の実情に合わせた共助の仕組みを拡大・強化する取組を実施する。

⇒        専門家 団体 限   地域 人 行政等  様々       行  場合     社会貢献
活動事業         行 

⇒ 協働       協働 基盤（共助）    行    目的     

【盛人大学】

主 ５０歳以上 方々 交流 地域参加 機会 提供     目的  平成１８年度 開校
多くの盛人世代の方々が盛人大学で学び、その学んだことを活かして、それぞれの地域で川口の元気づくりのため
社会貢献活動 行     （協働 基盤   ）
全９コース 受講生 280名 ※令和元年度受講者数 R1.6.30現在
（Ａ社会教養 Ｂ心理       入門 Ｃ国際 Ｄ健康生     り、Ｅ地域デザイン、Fボランティア入門、
G郷土川口再発見 H社会起業・ビジネス、I農業体験）
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川協推発第１３６号

令和２年１月９日 

 川口市協働推進委員会委員長 様

川口市長 奥ノ木 信夫   

本市における協働の推進に関する施策について（諮問）

 川口市協働推進条例（平成２４年条例第１５号）第１２条第１項の規定に基づき、下記事項につ

いて諮問します。

記

１ 諮問事項  本市における協働の推進に関する施策について

２ 諮問理由  川口市協働推進条例は、川口市自治基本条例に定める自治実現のため、協働の基

本理念や原則等を定めており、貴委員会において、協働を総合的に推進するため、

条例の運用に関する検証及び協働の推進に関する重要事項を協議していただいてお

ります。

本市の協働の推進状況については、平成２９年１１月２４日に「本市における協

働の環境づくりと啓発について」にて諮問し、川口市協働推進委員会にて審議をい

ただいたところ、令和元年６月２８日に、「1協働の啓発・育成、２情報発信、３協

働の場作り、４制度・体制、５協働の推進にあたって」の５つの項目について、協

働を推進していく上での要点をまとめた答申をいただきました。

        そのことを踏まえ、貴委員会においては、地域を元気にするまちづくりを考える

にあたり、前回の答申を実現する上で、前提となる「３協働の場づくり」について、

より具体的に審議していただきたいと考えております。また、その議論を進めてい

くにあたっては、前回の答申の「５協働の推進にあたって」に記載のあるとおり、

外国人住民が参加しやすいような視点をふまえた議論をしていだき、本市における

協働の推進に関する施策の手法について、ご意見を賜りたく、諮問をいたします。

資料３
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令和元年 ６月２８日

川口市長 奥ノ木 信夫  様

川口市協働推進委員会委員長 邉田 武久 

本市における協働の環境づくりと啓発について(答申) 

平成２９年１１月２４日付け諮問（川協推発第１１１号「本市における協働の環境づくりと啓発につ

いて」）について、当委員会の意見は下記のとおりです。

記

 川口市においては、人口が６０万人（うち外国人約３万６千人）に到達し現在も少しずつ増加を続け

ています。しかし、本市においても人口減や少子高齢化の不安を抱える中、人々の暮らしや経済情勢な

どの社会環境は変化を続け、市民のニーズは移り変わりを見せており、街をますます元気にするために

は、その多様な市民ニーズにできるだけ多く応えることが必要となっています。そのためには行政だけ

でなく市民の力が必要であり、協働の重要性はますます高まっています。

まず、協働の素地づくりとして、市民が社会の課題に目を向け積極的に社会参画をする必要がありま

す。アクティブシニアの参画はもちろんのこと、現役世代や次代を担う若者世代の積極的な社会参画が

期待されます。小学校、中学校、高校、大学、夜間中学、各種学校などの各世代が、世代に見合う参加

しやすいボランティアなどに参加できるようなプログラムを作り社会参画への垣根をなくしつつ、次代

の担い手を育てるための多世代参加による社会参画の仕組みが必要です。

素地づくりという点においては、ボランティアなどの活動を支え、市民ニーズに応える市民団体の新

規設立や発展、市民団体同士の連携も必要です。市内には、多くの市民団体が活動していますが、担い

手、情報発信、資金、活動場所といった様々な課題を抱える団体が散見されることから支援をすること

が必要です。

そのうえで、今回の諮問における協働の環境づくりと啓発という点において、川口市においては、ま

ず「協働とは何か」、「協働すれば何ができるのか」、「どうすれば協働できるのか」を市民と行政双方が

理解をするところから始める必要があります。市民と行政が協働するにあたっては、双方が協働を理解

し、一方的ではなく対等なパートナーとして互いに足りない部分を補完し合い相乗効果を得ながら進め

ていくことが、協働を長続きさせ、広めていくことに繋がると考えます。

さらに、協働の環境づくりのためには、必要な情報、とりわけ市内の市民団体のこと、協働の先進事

例、そして団体への支援などについて、検索しやすい方法で利用頻度の高いＳＮＳなども取り入れ、適

時に発信していく必要もあります。可能であれば、それらの情報を総括しコーディネートをした上で提

供することができれば、より必要な情報や支援が団体に届くことになり、より一層、協働が推進される

ものと考えます。

以上のことを踏まえ、以下の内容を答申いたします。

写



１ 協働の啓発・育成

市民や職員に協働の必要性やルール、先進事例等について定期的に伝えること

２ 情報発信

協働推進課の事業、かわぐち市民パートナーステーション登録団体及び社会貢献活動等について、

インターネットを利用して広報すること。なお、インターネットの利用に関しては、以下の点に気

をつけること

（１）文字情報にとどまらず画像や写真等を利用し分かりやすい情報掲載に努めること

（２）必要な情報にたどりつきやすくするため、掲載内容を項目化し、体系立てて掲載すること

（３）登録団体の紹介では、閲覧者が必要な団体を見つけやすいよう、事業分類ごとにまとめる

などの検索しやすい仕組みとすること

（４）ＳＮＳ等の新たに発生するツールも含めて研究に努め、世代に応じた適切なメディア手法

を活用すること

（５）インターネットはアクセスしにくい環境にいる者を考慮し、発信する情報に合わせた広報

の手段を検討すること

３ 協働の場作り

協働、ボランティア及び地域イベントの場などで、世代を超えて参加しやすい仕組みをつくるこ

と。また、青少年の全ての年代が参加できる社会貢献活動プログラムを実施すること

４ その他制度・体制等

（１）市民団体が必要とする情報提供、困りごとへの相談、ヒトやモノなどのコーディネートに対

応できる体制を整えること

（２）助成金のルールにインセンティブの項目を設けるなど、新規団体や協働事業の立ち上げを促

すよう努めること

（３）既存の事業やイベントに参加した青少年が、継続して参加できるような仕組み（表彰制度や

ポイント制度の拡充）を検討すること

５ 協働の推進にあたって

地域を元気にするまちづくりを日本人と外国人が一緒になって推進できるよう、行政の事業や地

域の活動に外国人が参加しやすいよう検討すること
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